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令和４年度の主要な事業
「第9期せっつ高齢者かがやきプラン」の策定に向
けた調査の実施

高齢者を対象にしたスマートフォン講座の開催

鳥飼地域に「つどい場」を増設

医療やケアの意向を記載するノートの作成と普及

要支援者を対象とした外出支援制度の創設
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「第9期せっつ高齢者かがやきプラン」の策定に向けた調査

令和5年度末に策定する「第9期せっつ高齢者かが
やきプラン」の策定に向けて、市民向けのアン
ケート調査を実施します。

国の提示している「介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査」と「在宅介護実態調査」を実施します。

実施については、冬頃を予定しています。（国の
調査票案やスケジュールが示され次第、審議会で
アンケート案を審議した上で実施します）
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スマートフォン講座
高齢者のデジタルデバイド（※デジタル化からの取り残され）
対策として、高齢者向けのスマートフォン講座を
実施します。

携帯キャリアと連携し、未所持～初心者の方を対
象にスマホ体験と操作説明を行う「スマホ体験教
室」と、NPO法人と連携し、初心者～中級者の方
を対象に実演しながら楽しく学ぶ「スマホ スキル
アップ講座」を並行して実施する予定です。
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鳥飼地域の「つどい場」の増設
 4月から、鳥飼新町の第21
集会所で「つどい場」を開
始しました。

毎週火曜日に実施しており、
平均して5～6名程度が来ら
れています。
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医療やケアの意向を記載するノート
「人生会議」の普及・啓発のため、医療やケアに
関する意向を記載するノートを作成する予定です。

日頃から持ち歩くことができ、専門職の方が見る
機会を持てるように、お薬手帳サイズのノートを
作成予定です（市民の皆様には、お薬手帳ととも
に持ち歩くように促します）
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要支援者を対象とした外出支援制度
要支援者等が、摂津市内で
一定の目的で定期的なおで
かけをする際に、住民団体
が車両で外出の支援を行う
ものです。

介護予防・日常生活支援総
合事業の「訪問型サービス
D」として実施するものとな
ります。
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右記の二次元バーコードまたは
「摂津市 おでかけサポート」で
検索すると、市ホームページが
確認できます。



要支援者を対象とした外出支援制度
「介護予防の活動」は、一般介護予防事業に位置
付けられた活動で、下記の活動になります。
 委託型つどい場

 カフェ型つどい場

 サロン・リハサロン

 健康づくりグループ
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